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08 ハードコアカルテル 

（入口・本体）



入口



各論の流れ3

原則違反 原則違反でない

水平 ハードコアカルテル 業務提携など非ハードコア

垂直 価格制限行為 非価格 制限行為



9k90-125

「9k「不当な取引制限」1巡目で読むかどうか」
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本体



ハードコアと非ハードコア 9k91-92

内容の違い 
法執行の違い 
違反要件論の違い
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「意思の連絡」の内容 9k93-94

条文の「他の事業者と共同して」の解釈 
意識的並行行為 conscious parallelism は含ま
ない 
「合意」より広いと言われることもあるが
（concerted practice）、丁寧に言葉の整理が
されているわけではない。 
通常は、「合意」＝「意思の連絡」という感
じで議論される。
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「意思の連絡」の立証 9k95-96

「意思の連絡の立証構造図」 
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「意思の連絡」の立証の具体例

異性化糖水あめぶどう糖　審決案33～34頁 

排除措置命令書
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意思の連絡の諸問題 9k96-98

「事後の行動の一致」が際立っている場合 
詳細に認定される必要があるか 
価格決定権限がない者 
間接的な意思の連絡 
ハブ＆スポーク
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弊害要件・因果関係 9k100-102

市場画定 
「合意の範囲が市場」 
通常の市場画定論の応用 

弊害要件（競争の実質的制限） 
競争変数が左右される状態 
正当化理由 
因果関係
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入札談合の総説 102-103

「基本合意」と「個別調整」
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課徴金の法的性格 9k110-112

憲法39条後段の二重処罰禁止に抵触しないよ
うに（時に過度に恐れながら）議論が発達 
①「不当利益と同額を剥奪」 
②「非裁量的」 
②が残った。 
制裁的要素も否定されなくなった。 
令和元年改正 
裁量的な課徴金制度を目指した。 
失敗し、煩雑なものばかりが実現。
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刑罰 9k120-123

刑事手続法 
公取委の犯則調査と検察の捜査の合同 
公取委の「専属告発」→ 検察による起訴 
刑事実体法 
自然人従業者への刑罰 89条、95条 
法人への刑罰 95条 
独禁法典の外の刑罰規定 9k123
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減免制度の総説 9k123

9k123の8行だけでよい 
違反者が常に複数であるため
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